
佐高第２８５１号の２  

令和６年３月２９日 

 

処遇改善加算の対象サービス事業所・施設の管理者様 

佐渡市高齢福祉課長 

 

令和６年度介護職員等処遇改善加算等に関する届出について（通知） 

 

 

令和６年度の届出に当たっては、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和６年３月15日

付け老発0315第２号厚生労働省老健局長通知、以下「国通知」という。）に留

意の上、下記により必要書類を提出願います。 

 

記 

 

 

１令和６年度介護報酬改定（加算の一本化）について 

令和６年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算（以下「旧処遇改

善加算」という。）、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ

プ等支援加算（以下、３つの加算を合わせて「旧３加算」という。）の各区分

の要件及び加算率を組み合わせるかたちで、令和６年６月から「介護職員等処

遇改善加算」（以下「新加算」という。）へ一本化されます。 

旧３加算から新加算への移行、経過措置、新加算の要件、賃金改善の内容等

制度に関すること、計画書の記入方法等について、国通知のほか、以下の参考

資料や説明動画等を参照してください。また、これらに関するご不明点は、コ

ールセンターへお問合せください。 

※以下については、県ホームページからご確認ください。 

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出について 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/syoguukaizen.html 

【参考資料】 

・事業者向けリーフレット（新潟県版） 

・移行検討・補助シート 

６月以降の新加算区分を検討する際の参考ツールです。佐渡市への提出は不要

です。 

【説明動画】 



・介護職員等処遇改善加算のご案内（処遇改善加算の一本化・制度の概要説

明） 

・介護職員等処遇改善加算等令和６年度の計画書の記入方法について（一般事

業者向け・別紙様式２） 

・介護職員等処遇改善加算等令和６年度の計画書の記入方法について（新規算定

事業所向け・別紙様式７） 

【コールセンター】 

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口 

電話番号：050-3733-0222受付時間：9時～18時（土日含む） 

繋がりにくい場合は、時間をおいておかけ直しください。 

 

２令和６年度処遇改善計画書の提出について 

令和６年度に旧３加算及び新加算の算定を行う場合は、処遇改善計画書（以

下「計画書」という。）の作成・提出が必要です。 

上記１の参考資料、説明動画を確認後、計画書を作成してください。事業者規

模・旧３加算の算定状況により作成・提出する様式が異なりますので、注意し

てください。また、令和６年度介護報酬改定に伴う事業者の負担を考慮し、事

務作業の平準化のため、国通知で定める計画書及び体制等届出書の提出期限を

延長することとします。（佐渡市独自の扱いです。） 

※様式は、県ホームページからダウンロードしてください。 

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出について 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/syoguukaizen.html 

 

（1）提出書類 

・介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書（令和６年度） 

以下のいずれかを作成・提出してください。 

①同一法人内の事業所数が10以下の場合・・・・・・・・・別紙様式６ 

②令和６年３月時点で加算未算定の事業所が 

新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合・・・・・別紙様式７ 

③①②以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙様式２ 

※それぞれの様式の Excel ファイルに、旧３加算と新加算の計画を記載する

シート・記入欄があります。 

 

・特別な事情に係る届出（別紙様式５）※該当ない場合は不要。 

・体制等届書（別紙２に別紙１－１又は１－２を添付） 



介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２） 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅・施設サービス）（別紙１－

１） 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（介護予防サービス）（別紙１－２） 

※体制等届の様式は、令和６年４月から変更となります。詳しくは、別紙通知

を参照してください。 

※令和６年６月以降（新加算）の加算区分については、全ての事業所について提

出が必要です。また、令和６年４・５月に旧３加算を新たに算定する場合、加算

区分を変更する場合は当該変更に係る届出も併せて提出が必要です。 

 

（2）提出期限 

【令和６年度介護報酬改定に伴う特例（令和６年７月１日算定まで）】 

 旧３加算を 

新規算定する場合 

区分変更する場合 

旧３加算を 

区分変更しない場合 

処遇改善 

計画書 

旧３加算 

（４・５

月） 

令和６年４月 15日（月） 
令和６年６月１日

（土） 

新加算 

（６月以

降） 

令和６年４月15日（月） 

※６月15日（土）まで 

変更可能。 

令和６年６月１日

（土） 

※６月15日（土）ま

で 

変更可能。 

体制等届出

書 

旧３加算 

（４・５

月） 

令和６年４月 15日（月） 提出不要 

新加算 

（６月以

降） 

令和６年６月１日（土） 

※６月 15日（土）まで 

変更可能。 

令和６年６月１日

（土） 

※６月 15日（土）ま

で 

変更可能。 

※旧３加算と新加算の計画書は、一つのExcelファイルで一体的に作成する様

式となっていますので、計画書は新旧加算あわせて一つのExcelファイルを提

出してください。 

※旧３加算を新規算定・区分変更する場合で、４月15日までに提出された計画

書に新加算に係る体制等届出書が添付されていない場合は、６月１日までに新



加算に係る体制等届出書を添付し、提出してください。 

 

【通常の扱い（令和６年８月１日算定以降）】 

加算を算定する前々月の末日まで 

 

３変更届出書の提出について 

既に提出した計画書について以下の事項に変更があった場合は、「別紙様式４変

更に係る届出書」（以下「変更届出書」という。）の提出が必要です。 

 

変更事項 別紙様式４に 

添付する書類 

提出期限 

会社法の規定による吸収合併、新設合併によ

る計画書の作成単位の変更 

 

別紙様式４の

とおり 

 

速やかに 

加算を算定する事業所に増減があった場合 

①事業所を追加する場合 

②一部の事業所を廃止する場合 

①の場合 

別紙様式４の

とおり 

体制等届出書 

②の場合 

別紙様式４の

とおり 

①の場合 

居宅サービス 

変更月の前月

の15日まで 

施設サービス 

変更月の初日

まで 

②の場合 

速やかに 

算定要件の適合状況の変更等により加算区分

に変更が生じる場合 

①加算区分を上げる場合 

②加算区分を下げる場合 

①の場合 

別紙様式４の

とおり 

体制等届出書 

②の場合 

別紙様式４の

とおり 

体制等届出書 

①の場合 

居宅サービス 

変更月の前月

の15日まで 

施設サービス 

変更月の初日

まで 

②の場合 

変更月の前月

の末日まで 

就業規則（介護職員の処遇に関する内容）を

変更した場合 

－ 実績報告の提

出時 

 



４実績報告書の提出について 

令和６年度実績報告書の提出期限は、令和７年7月末とする予定です。この

ことについては、後日、通知します。 

なお、令和６年度中に加算を算定する全ての事業所を廃止した場合、最終の

加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要ですの

で、高齢福祉課へ連絡してください。 

 

５提出方法について 

 佐渡市では令和 6年 10月から電子申請を利用開始予定ですが、それまでは書

面にて提出をお願いします。 

 

旧３加算から新加算への移行、経過措置、新加算の要件、賃金改善の方法、計画

書の記入方法等についてのお問合せ先 

 

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口 

電話番号：050-3733-0222 

受付時間：9時～18時（土日含む） 

※繋がりにくい場合は、時間をおいておかけ直しください。 

 

 

 

 

佐渡市高齢福祉課介護保険係 

電話：63-3790 

FAX：63-5121 


